
様式第十三号 (第十条の十四関係) 仙台市 環廃指)指令第5 号3712(H

許可番号 05452001314

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

住 所 神奈川県横須賀市内州二丁 目 5番 50号

氏 名 株式会社 リフレックス

〔 莞金指裏芸諾 歪称 〕 代表取締役 古敷谷 裕二

仙台市長 奥 山 恵 美 子

21年 8日 

14 4 1廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第 条 の 第 項 の許可を受けた者であることを証する｡

1許 可 の 年 月 日 9月平成 

許 可 の 有 効 年 月 日 126年 7日 

1.事業の範囲 (取 り扱 う特別管理産業廃棄物の種類及び積替え又は保管を行 うかどうかを明らか
にすること)
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(裏面に続 く) 

(日本工業規格 A列4番)
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ばいじん (水銀又はその化合物､カドミウム又はその化合物､鉛又はその化合物､六価クロム化
合物､枇素又はその化合物､セレン又はその化合物､タやイオキシン類を含むことのみによ
り有害なものに限る｡)


感染性産業廃棄物

廃石綿等


積替え又は保管は行わない｡ 

2.積替え又は保管を行 うすべての場所の所在地及び面積並びに当該場所ごとにそれぞれ積替え
又は保管を行 う特別管理産業廃棄物の種類､積替えのための保管上限及び積みあげることが
できる高さ (積替え又は保管を行 う場合に限る｡) 

3.許可の条件 

4.許可の更新又は変更の状況
平成 21年 9月 18日 新規許可 

5.規則第 10条の 12第 2項の規定による許可証の提出の有無 無 

(日本工業規格 A列4番)
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